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監査ミスの影響
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監査ミス

 行政が完璧な監査をすると仮定して施行問題を
議論してきた。

 しかし、行政は監査ミスをするかもしれない。

 監査ミスの可能性がある場合、どのような事態
が生ずるだろうか。
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監査ミスの存在下での罰金計算

 MDi =   (Xi  S) F
 MDi = 罰金の期待増加額

 Xi = 事業者 i の排出量

 S = 排出基準

 F = 罰金の単価

  = 監査確率

  = 違反であると認定される確率 (  1)
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監査ミスの種類

 Type 1 Error （ラッキーなケース）
 法令に違反しているにも係わらず、監査の結果、法

令を順守している判断される場合

 (  1： Under Comply より多くの事業者が基準違反
をする。）

 Type 2 Error （アンラッキーなケース）
 法令を順守しているにも係わらず、監査の結果、法令

に違反していると判断される場合

 （  1： Over Comply より少ない事業者が基準違反
をする。）

2016/11/22 環境経済学１ 松本茂 6

事業者の選択（前回の講義の内容
から）

 順守費用の安い事業者 i
 ci  cL ⇒ 順守

 規制の順守費用が安い事業者は規制を順守する。

 Xi = S
 排出量を減らすには費用がかかるので、丁度排出基準を達成

するよう汚染物質を排出する。

 順守費用の高い事業者 j
 cj  cL ⇒ 非順守

 規制の順守費用が高い事業者は規制を順守しない。

 Xj = Xj
*

 MC（Xj
*） = MD(Xj 

*)： 排出削減の限界費用＝排出増加による
罰金額の増加額
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違反水準

Xi

ci

π・MDX

S Xi
0

cL

限界費用と
限界便益

Φ１π・MDX

Φ２π・ＭDX

Xi
2 Xi

1

Type 2 Error

Type 1 Error
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監査ミスが違反程度に及ぼす影響

 Type 1 Error（ラッキーなケース）のある場合は
期待罰金額が減少するため、以前より大幅な違
反をするようになる。

 Type 2 Error（アンラッキーなケース）のある場

合は期待罰金額が増加するため、以前より違反
の程度をすくなくするようになる。

 両方のタイプのエラーがある場合はどの様なこ
とが生ずるだろうか？
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監査ミスの影響

 先程の例では、事業者が法令を順守しているか
どうかについての監査ミスが発生するが、規制
の順守水準については正確に調べることができ
るものとした。

 しかし、環境規制の場合には順守水準が問題と
なることが多い。

 例えば、排出基準などについて調査をすること
が考えられる。

 こうした場合どの様な違いが生ずるだろうか。
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監査ミスの存在下での罰金計算

 MDi =  (Xi  S) F
 ＭDi = 罰金の期待増加額

 Xi = 事業者 i の排出量

 S = 排出基準

 F = 罰金の単価

  = 監査確率

 この例では、行政はXi を正確に補足できない。

 例えば、行政はXi の変わりに、 排出量をYi と推計し
てしまう。
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排出水準に関する評価の不確実性

Yi 排出評価Xi

行政は自らの監査結果に
基づいて罰則を適用する
かどうかを決定する。

排出評価 Yi は、事業者の
実際の排出状況 Xi により
影響を受ける。

図の曲線の高さは、排出
量がXi の時に行政が排出
量をYi であると推計する
確率を示す。

f（Yi｜Xi ）

確率密度
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排出水準に関する評価の不確実性
が規制の順守状況にあたえる影響

排出基準がSの時、事業者がXi 排

出量を行った時に違反をしていると
誤って判断される確率は図の赤い
部分の面積となる。
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排出状況が行政の評価に及ぼす
影響

Yi 排出評価Xi

事業者は排出状況 Xi を

改善し、行政の排出評価
Yi に影響を与えることがで
きる。

f（Yi｜Xi ）

確率密度

Xi
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違反認定確率の減少
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排出評価の不確実性が事業者の
汚染防止活動に与える影響

 排出評価に関し不確実性が存在することによっ
て、事業者は常に罰則金を課される可能性を持
ち続けることとなる。

 このため、不確実性がない場合と異なり、事業
者は罰則金の期待値を減らすべく汚染防止対策
を強化するインセンティブを持つ。
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Non-Point Pollution Problem
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Point Pollution vs. Nonpoint Pollution

 Nonpoint Pollution とは？

 （1）所与の汚染防止水準のもとで、環境への影響が
不確実な場合。

 （２）幾つかの排出源が汚染に寄与しており、その総
合効果のみが観測される場合。

 なぜ Nonpoint Pollution が問題か？

 Point Pollution では、各汚染源の汚染防止状況や排
出状況を観察できるが、Nonpoint Pollution では、こ
うした観察が出来ない。

2016/11/22 環境経済学１ 松本茂 18

Segerson 1988
 問題設定

 河川に複数の工場から
廃水が流れ込んでいる。

 どの工場がどの程度の
廃水を排水したかは分か
らない。

 全体としてどれだけの廃
水が流れ込んだかは河
川の水質を計測すること
によって分かる。

水質
検査
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工場の操業費用

 工場Ａ

 XA ＝工場Ａの排水量

 CA＝工場Ａにおける操業
費用

 MCA = 工場Ａにおける操
業費用の減少額

XA

CA たくさん排水がで
きるようになれば、
環境対策に費用
をかけなくてすむ
ので、工場の操業
費用は低下する。

MCA

XA

１
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環境汚染

 環境汚染は２つの工場からの排水量に依存する。

 D =D（P） = D（KAXA + KBXB）
 P = 観測される水質（観測できるデータ）

 KA = 工場Ａの排水からの水質への寄与率（工場Aで排水を1単位増やす
と水質指標はKA単位悪化する）

 KB = 工場Ｂの排水からの水質への寄与率（工場Bで排水を1単位増やす
と水質指標はKB単位悪化する）

 MDA （XA ） = KA MD（P） (1)
 工場Aで排水を1単位増やした時の被害額 MDA （XA ） は、水質指標1単

位の悪化による被害額 MD（P） に寄与度 KA  をかけたものとなる。

 MDB （XB ） = KB MD（P） (1)
 工場Bで排水を1単位増やした時の被害額 MDB （XB ） は、水質指標1単

位の悪化による被害額 MD（P） に寄与度 KB  をかけたものとなる。



6

2016/11/22 環境経済学１ 松本茂 21

事例

 D =D（P） = D（KAXA + KBXB）
 D = 4P

 MD(P) = 4
 水質指標が1単位悪化すると汚染被害は4単位増加する。

 P = 2XA + 3XB
 KA = 2, KB = 3 
 工場Aにおける排水は水質指標を2単位悪化させ、工場Bにお

ける排水は。水質指標を3単位悪化させる。
 MDA （XA ） = KA MD（P） = 2×４ = 8

 工場Aにおいて排水を1単位増やすと、水質指標は2単位悪化
する。

 水質指標の悪化は、1単位あたり4単位の環境被害をもたらす
ので、工場Aにおいて排水を1単位増やすと、汚染被害は2×4
単位悪化する。
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厳格な連帯責任ルール
Strict Joint Liability Rule （SJLR）

 どの工場が排水したかに関係なく、総合的な結
果（水質指標の値 P）だけをみて、水質検査の
結果が目標（P＾）を上回ったなら全工場一律に
補助（ t ）を出し、水質検査の結果が目標（P＾）を
下回ったなら課税（ t ）を行う。

 従って、支払う税金の額や貰える補助金の金額
は次の式で与えられる。

 T = t （P – P＾）
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工場の費用最小化問題

 工場Ａの費用

 工場Aの費用は操業費用 CA（XA） と環境税の負担額 T の合
計で与えられる。

 TCA = CA（XA） + T
= CA（XA） + t (P  P＾)
= CA（XA） + t (KAXA + KBXB  P＾)
= CA（XA） + t KAXA + t （KBXB  P＾)

 費用最小化の条件

 MCA（XA＊）＋ t KA ＝ ０ (2)
 操業費用の減少額 = 税率×汚染指標への寄与度
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厳格な連帯責任ルールのもとでの
課税方法１

 MDA（XA） = KA MD（P） （１）
 工場Aで排水を1単位増やした時の被害 MDA（XA ） は、水質1

単位の悪化被害 MD（P） に寄与度 KA  をかけたものとなる。

 MCA（XA＊）＋ t KA ＝ ０ （２）
 工場は限界費用の減少額が、税率×汚染指標への寄与度を

かけたものと等しくなる水準で操業を行う。

 MD（P） = t （３）
 水質1単位の悪化による被害額 MD（P） に等しい税率を課す。
 誰が排水したかどうかに係わらず、水質指標Pだけを利用して

税をかけている。
 また、各工場の水質悪化への寄与度 KA = 2, KB = 3 
 も考慮せずに税をかけている。
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厳格な連帯責任ルールのもとでの
課税制度２

 先程のページから
 MDA（XA） = KA MD（P） （１）
 MCA（XA＊）＋ t KA ＝ ０ （２）
 MD（P） = t （３）

 （３）を（２）に代入する。
 MCA（XA＊）＋ MD（P＊）KA ＝ ０ （２）’
 工場がXA＊の排水をした場合、水質指標はP＊になる。

 （１）を（２）’に代入する。
 MCA（XA＊）＋ MDA（XA＊）＝ ０ （４）
 式４は、排水増加による操業費用の減少額 MCA（XA＊） と 排

水増加による環境被害の増加額 MDA（XA＊）が一致する水準
を、企業が自主的に選択することを示している。
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厳格な連帯責任ルールのもとでの
課税制度の帰結

 行政当局は、どの工場が排水したかに関係なく、
また、各工場の汚染への寄与率を考慮せず、総
合的な結果（水質指標の値 P）だけをみて、課税
や補助金の交付を行っている。

 しかしその結果、各工場は社会的に最適な水準
の排水量を自主的に選択することとなる。
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この課税制度の問題点

 この制度のもとでは、排水量が1単位増加すると、MD
（P）の環境被害が増加することとなる。

 N個の工場が河川に排水をしている状態で、この制度
が利用される場合、NMD（P）の罰金が徴収されること
になる。

 従って、環境被害の増加額以上の罰金が徴収されるこ
ととなる。

 排水をする工場の数が多くなると、莫大な額の罰金が
集められたり、補助金を交付する必要がでてくるので、
制度が機能しにくい。


